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北
小
路
家
文
書
に
つ
い
て

今

谷

明

　
京
都
市
北
区
大
宮
南
田
尻
町
五
三
番
地
所
在
の
医
師
、
北
小
路
博
央
氏
は
、

宮
町
幕
府
に
仕
官
し
て
い
た
産
科
の
医
者
安
芸
氏
に
関
す
る
古
文
雷
若
干
を

伝
来
、
所
蔵
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
生
湿
は
永
ら
く
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
先
日
、
京
都
市
在
住
の
医
学
史
研
究
家
守
屋
正
氏
に
よ
っ
て

発
晃
さ
れ
、
同
氏
が
そ
の
鑑
定
を
林
屋
辰
三
郎
氏
に
仰
が
れ
た
と
い
う
経
緯

も
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
筆
者
が
室
町
幕
府
に
関
す
る
文
書
を
蒐
集
し
て
い
る

と
い
う
関
係
か
ら
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
こ
の
珍
し
い
新
史
料
を
紹
介

さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
。
安
芸
氏
の
関
係
史
料
と
し
て
北
小
路
家
に
伝

わ
っ
た
文
書
は
、
㈲
文
書
十
七
点
、
⑧
『
御
産
所
日
記
』
三
巻
（
『
群
書
類

従
』
武
家
部
所
収
本
と
同
一
）
、
◎
古
文
書
二
十
一
点
の
写
本
（
う
ち
六
点
は

『
群
書
類
従
』
本
「
御
産
所
日
記
」
　
の
奥
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
、
　
の
三

部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
⑧
は
良
質
の
写
本
で
、
一
部
群
書
類
従
の
誤
脱
を
補

訂
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
、
主
と
し
て
㈹
、
⑥

中
か
ら
編
年
順
に
古
文
薔
を
紹
介
し
た
い
。
　
『
御
産
所
日
記
』
と
安
芸
氏
に

つ
い
て
は
、
宮
嶋
（
旧
姓
満
田
）
栄
子
氏
「
御
産
所
日
記
の
一
考
察
」
　
（
史

窓
二
七
号
）
と
い
う
好
短
編
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
安
芸
氏

と
北
小
路
家
と
の
関
係
は
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
で
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
◎

の
奥
書
に
、

右
北
小
路
越
前
介
貞
陳
家
伝
来
之
文
書
密
々
令
書
三
三
、

文
化
五
年
戊
辰
七
月

正
五
位
下

　
玄
蕃
権
助
紀
生
静

　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

と
あ
っ
て
、
江
戸
後
期
に
は
既
に
北
小
路
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
附

言
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・



北小路家文書について（今谷）

一
、
後
円
融
天
皇
論
旨
案

高
辻
朱
雀
巷
所
三
段
事
、
管
領
不
可
有
相
違
之
由
天
気
所
候
也
、
価
執
達

如
件

　
康
暦
三
年
正
月
廿
五
日

護
上

　
　
前
式
部
少
輔
殿

（玉

?
㎜
困
｛
守
家
房
力
）

勘
解
由
次
官
（
花
押
影
）

二
、
小
河
坊
城
家
順
順
貞
助
奉
書

御
知
雫
地
貌
外
資
壱
段
小
者
麺
薩
噸
臭
・
誤
報
無
沙

　
汰
之
由
承
候
、
其
分
不
可
有
相
違
者
也
、
伍
執
達
如
件

　
　
文
明
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
河
坊
城
雑
掌

　
　
　
十
月
廿
七
鴇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
助
（
花
　
　
押
）

　
　
五
条
殿
御
雑
掌

三
、
五
条
為
学
書
状
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
体
力
）

　
高
辻
朱
雀
巷
所
三
段
事
、
帯
　
論
旨
知
行
無
紛
候
也
、
此
内
壱
段
大
者
令

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
不
知
行
、
残
る
壱
段
小
者
当
知
行
無
相
違
之
間
、
其
方
へ
沽
却
申
候
、
具

浩
券
状
調
進
三
三
、
同
相
副
　
論
旨
渡
申
上
者
、
壱
段
大
不
知
行
分
事
も
、

　
田
地
井
作
人
等
被
尋
出
、
三
段
分
可
有
知
行
候
、
然
者
任
約
束
一
行
之
旨
、

　
為
礼
物
百
疋
可
給
候
、
此
外
又
以
後
為
此
方
違
乱
妨
之
儀
、
不
可
申
立
、

為
其
高
峯
一
筆
申
候
、
恐
々
謹
言
、

大
永
五

　
四
月
十
三
日

（
安
芸
V

大
膳
寝
殿

為
楽
（
花
押
影
）

四
、
小
川
坊
城
家
御
教
書
案

　
　
　
（
花
押
影
）

　
五
条
殿
家
領
壬
生
巷
所
壱
段
小
者
、
高
辻
朱
雀
東
頬
五
条
間
也
、
此
巷
所

　
之
事
者
、
先
年
及
両
度
被
免
除
申
候
、
所
役
無
其
沙
汰
之
由
候
、
然
其
方

　
へ
限
永
代
御
買
徳
之
由
、
心
得
申
候
、
然
者
五
条
殿
へ
被
任
免
除
二
十
、

　
永
代
無
相
違
三
三
御
知
行
之
由
候
也
、
伽
執
達
如
件

　
　
大
永
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
坊
城
家
雑
掌

　
　
　
四
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
綱
（
花
押
影
）

　
　
　
　
大
膳
再
興

五
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
城
州
舞
楽
寺
南
田
地
一
段
碍
目
六
事
、
真
徳
庵
帯
浩
券
状
当
知
行
云
々
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笥

弥
可
被
全
領
知
事
由
、
所
被
仰
下
也
、
衡
執
達
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
頁
春
）

　
　
大
永
六
年
三
月
廿
九
良
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
後
守
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
長
俊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
濃
守
（
花
押
影
）

　
　
　
安
芸
左
京
亮
二

六
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

　
洛
中
高
辻
朱
雀
東
頬
五
条
間
田
地
壱
段
小
事
、

帯
五
条
為
学
卿
沽
券
状
当
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知
行
之
上
者
、
弥
領
知
不
可
有
相
違
之
由
、

　
大
永
六
年
三
月
廿
九
目

安
芸
左
京
亮
殿

所
被
仰
下
也
、
傍
執
達
如
件

　
　
筑
後
守
（
花
押
影
）

　
　
信
濃
守
（
花
押
影
）

七
、
加
茂
加
賀
守
伊
綱
田
地
証
状
案

田
宣
之
雫
地
弐
撃
醜
滞
嫡
薯
駿
州
衛
職
羅
饗

　
依
有
要
用
其
方
へ
御
買
得
由
候
、
心
得
・
甲
候
、
於
本
役
考
、
毎
年
三
百
五

　
十
文
此
方
へ
可
有
納
所
候
、
此
外
者
段
銭
井
料
諸
公
事
以
下
無
之
、
彼
尉

　
売
券
状
旨
二
ま
か
せ
永
御
知
行
不
可
有
相
違
候
、
価
而
為
後
証
状
竜
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
も
加
賀
守

　
　
大
永
六
年
八
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
綱
（
花
押
影
）

　
　
　
大
膳
助
殿
御
内
ち
や
一
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参

八
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

　
安
芸
刑
部
少
輔
虞
徳
義
洛
中
高
辻
朱
雀
東
顛
五
条
間
田
地
壱
段
小
事
、
帯

　
証
文
嶺
知
行
之
処
、
違
乱
之
玉
盃
之
云
々
、
以
外
次
第
也
、
所
詮
早
退
彼

　
妨
、
年
貢
諸
公
事
物
以
下
如
先
々
可
沙
汰
貞
徳
代
、
若
錐
為
少
分
於
他
納

　
者
、
可
為
二
重
成
由
、
所
被
仰
出
之
状
如
件

　
　
天
文
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
）

　
　
　
十
月
措
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
長
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
田
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴
秀
（
花
押
影
）

　
　
　
　
当
所
名
主
沙
汰
人
中

九
、
茨
木
長
隆
書
状

　
壬
生
巷
所
田
地
壱
段
小
事
、

　
恐
々
謹
言

　
（
押
紙
）
「
天
文
五
年
」

　
　
　
十
月
三
日

　
　
　
　
大
膳
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

免
除
申
候
上
者
、
無
柑
量
子
有
御
知
行
候
、

十
、
茨
木
長
隆
書
状

（
大
）

　
口
炊
御
門
御
髪
地
余
所
分
知
、

　
言

　
　
　
十
二
月
廿
九
日

　
　
　
　
大
繕
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
ま
い
る

茨
木
俳
賀
守

　
　
長
調
（
花
　
　
押
）

致
用
捨
上
者
、
不
可
有
相
違
乱
、
恐
々
謹

十
一
、
茨
木
長
綱
書
状

　
　
　
（
門
自
力
）

　
大
炊
御
［
］
之
角
御
旧
跡
敷
地
畠
二
付
而
、

　
候
、
心
得
申
候
、
如
先
々
可
有
御
知
行
候
、

八
月
二
日

　
（
宛
所
欠
）

十
二
、
三
盛
書
状

　
　
　
　
猶
回
申
候
、

茨
木
伊
賀
守

　
　
長
隆
（
花
　
　
押
）

巷
所
望
儀
申
候
処
、

恐
々
謹
言

（
木
平
）

茨
［
ロ
左
衛
門
尉

　
　
　
長
言
（
花

薬
理
承

押
）

五
明
二
本
御
届
目
出
度
候
、
何
も
重
舘
回
申
候
、
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北小路家文書について（今谷）

当
春
之
御
吉
事
、
誠
重
畳
、
尚
以
不
可
有
爵
期
候
、
伽
去
年
之
公
用
之
儀
、

蒙
仰
候
、
旧
冬
以
書
状
如
面
識
、
在
所
錯
乱
不
及
是
非
次
第
共
候
、
然
者

納
所
等
之
事
も
在
所
次
第
二
仕
候
間
、
少
々
儀
二
候
つ
る
、
錐
然
公
用
絹

調
参
貫
文
京
進
令
申
候
、
同
茶
拾
袋
進
入
申
候
、
必
々
嶺
年
ハ
丸
々
可
楓

調
候
間
、
臼
出
度
公
用
之
儀
、
京
進
申
候
、
猶
巨
細
愛
多
護
十
穀
法
印
可

被
申
候
聞
、
不
能
｝
二
候
、
恐
々
謹
言

　
　
正
月
廿
一
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
盛
（
花
　
　
押
）

　
大
膳
亮
入
道
殿

舞
デ
文
＋
三
御
返
報

十
三
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

誠
州
買
得
分
桂
内
田
地
璽
韓
同
国
河
嶋
内
田
些
・
車
同
疑
楽

　
寺
南
田
地
一
段
・
洛
中
高
辻
朱
雀
東
頬
五
条
間
田
地
一
段
小
事
、
非
分
之

　
族
令
競
望
云
々
、
以
外
次
第
也
、
早
退
彼
妨
、
可
被
全
所
務
之
由
、
所
被

　
仰
下
也
、
傍
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
霞
頼
恵
1
1
藤
頼
）

　
　
天
文
十
五
年
十
月
九
艮
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
田
晴
秀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
丹
後
守
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
（
聖
像
）

　
　
　
安
芸
左
京
亮
殿

十
四
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
非
分
）

　
安
芸
左
京
亮
貞
像
申
知
行
分
城
州
桂
内
買
得
分
田
地
四
段
半
事
、
ロ
ロ
之

族
令
競
業
云
々
、
以
外
次
第
書
、
早
退
彼
妨
、
年
貢
諸
公
事
物
以
下
如
先

々
厳
密
可
沙
汰
渡
尊
像
代
、
若
輩
他
納
者
、
二
重
成
之
上
、
可
被
加
年
成

敗
由
、
所
被
髪
出
之
状
如
件

　
天
文
十
五

　
　
十
月
九
日

　
　
　
当
所
名
主
百
姓
中

黒
恵
（
花
　
　
押
）

晴
秀
（
花
　
　
押
）

十
五
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

　
安
芸
左
京
亮
貞
像
申
知
行
分
城
州
舞
楽
寺
南
買
得
分
霞
地
～
監
事
、
非
分

　
之
族
令
競
望
量
々
、
以
外
次
第
也
、
早
退
彼
妨
、
年
貢
以
下
如
先
々
可
沙

　
汰
渡
貞
像
代
、
若
於
他
納
者
、
二
重
成
之
上
、
可
被
加
御
成
敗
之
由
、
所

　
被
仰
出
嫁
状
如
件

　
　
天
文
十
五

　
　
　
十
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
恵
（
花
　
　
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴
秀
（
花
　
　
押
）

　
　
　
　
当
所
名
主
百
姓
中

十
六
、
祐
｛
具
・
融
長
連
署
勲
口
状

　
就
当
年
貢
之
儀
、
御
上
使
被
下
候
、
去
年
以
一
書
如
申
候
従
寺
家
惣
分
我

　
等
知
行
分
又
名
田
職
悉
可
相
落
之
由
、
被
申
候
て
被
取
懸
、
長
々
及
心

　
戦
、
過
分
之
失
墜
仕
候
之
闘
、
此
方
之
儀
も
寺
今
致
迷
惑
候
、
帯
磁
公
用

　
士
石
目
貝
文
筆
茶
廿
袋
樹
帯
〆
等
加
凹
伽
脚
状
鶉
調
取
申
購
恢
、
叢
書
道
之
至
候
へ
共
、
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樽
之
代
五
十
疋
進
入
申
候
、

不
能
＝
一
候
、
恐
々
謹
言

　
天
文
十
九

　
　
十
一
月
四
日

安
芸
左
京
亮

　
　
　
　
御
返
罫

愛
許
之
様
躰
、

　
　
　
　
　
　
（
申
力
）

委
細
者
御
使
可
被
目
入
候
間
、

融祐
長野
　　 　
花花

押押
v　 v

十
七
、
細
川
国
慶
書
状
案

　
費
所
御
知
行
分
蔀
、
不
可
有
相
違
候
、
在
所
被
磯
之
候
可
給
候
、
重
霊
力

　
紙
墨
進
之
候
、
尚
三
上
与
次
郎
殿
可
有
演
説
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
蕃
頭
（
細
川
）

　
　
十
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
慶
（
花
押
影
）

　
　
　
安
芸
左
京
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

十
八
、
三
好
長
慶
書
状
案

　
一
家
御
相
続
事
、
以
三
ケ
条
任
親
父
宗
栄
譲
状
之
旨
、
弥
無
椙
違
御
奉
公

　
尤
可
為
肝
要
之
由
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
好
筑
前
守

　
　
　
九
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶
（
花
押
影
）

　
　
　
　
安
芸
大
膳
亮
殿

十
九
、
三
好
長
逸
書
状
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
条
脱
）

　
御
屋
敷
事
、
数
代
無
別
冊
当
知
之
曲
面
、

弥
不
可
有
相
違
候
、
自
然
御
用

候
者
、
可
承
候
、
恐
々
謹
言

　
　
六
月
廿
四
日

　
　
　
安
芸
大
膳
池
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

三
好
日
向
守

　
　
心
逸

　花

押

）
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二
十
、
松
永
久
秀
書
状
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
好
長
慶
）

　
御
家
御
相
続
事
、
御
親
父
宗
栄
任
御
譲
状
旨
、
筑
前
守
折
紙
被
遣
之
上
老
、

　
弥
在
様
段
、
不
可
有
疎
略
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
永
弾
正
忠

　
　
　
九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
秀
（
花
押
影
）

　
　
安
芸
大
恥
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

二
十
一
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

　
家
督
以
下
井
知
行
分
等
事
、
対
父
左
京
亮
祖
父
家
栄
譲
与
之
上
者
、
早
相

　
続
之
宜
被
存
知
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
彷
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
摺
頼
隆
）

　
　
永
禄
三
年
十
一
月
廿
一
日
　
　
散
位
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
発
連
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
前
司
（
花
押
影
）

　
　
　
安
芸
竹
松
丸
殿

二
十
二
、

融
導
・
祐
真
連
署
奉
書

尚
々
裳
元
之
摂
損
無
申
計
候
、
様
躰
者
、
此
御
使
可
被
申
候
、

二
幅
候
、
御
使
者
［
ロ
ロ
五
十
疋
□
銭
横
瀬
候
、
此
外
不
潔
候
、

追
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御
懇
札
令
拝
見
候
、
傍
就
当
年
貢
之
儀
、
空
晶
使
者
被
越
置
、
殊
生
姜
円

二
貝
離
弁
帯
二
筋
宛
被
懸
御
意
候
、
別
而
祝
着
仕
候
、
随
□
当
庄
日
損
事

　
　
　
（
分
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錯
）

之
外
二
候
ロ
ニ
不
慮
公
裏
辺
出
来
候
而
籍
乱
候
之
［
目
当
所
務
□
納
候
、

難
然
密
々
御
使
被
指
下
候
条
、
当
年
之
分
二
壱
貫
五
百
文
、
嘉
例
之
御
樽

代
五
十
疋
、
合
弐
貫
井
茶
十
袋
令
京
進
候
、
恐
々
謹
言

　
　
□
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
尊
　
（
花
押
）

　
永
禄
十
年
卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
真
（
花
　
　
押
）

　
安
芸
大
繕
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
返
報

二
十
三
、
室
町
幕
府
評
定
衆
弁
奉
行
人
連
署
奉
書

　
産
前
産
後
薬
事
、
有
子
細
、
子
孫
一
人
伝
授
段
、
先
祖
置
文
依
為
分
明
、

　
御
代
々
御
藥
調
進
事
旧
詑
、
然
号
彼
薬
、
狼
令
浩
却
躍
在
之
云
々
、
以
外

　
次
第
也
、
所
詮
於
売
買
族
者
、
随
見
合
可
被
加
御
成
敗
之
上
者
、
早
可
被

存
知
其
旨
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
傍
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
生
長
）

　
　
永
禄
十
二
年
二
月
十
八
日

安
芸
大
膳
兜
殿

二
十
四
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案

霧モ髭ξ講往

津鞭
守）守

　　　　　

花　花

才甲　　弓甲

V　V一

山
城
国
舞
楽
寺
内
田
地
壱
段
・
下
桂
内
四
段
半
・
田
中
里
弐
段
・
西
松
崎

本
役
銭
讐
段
内
茱
雀
秦
霞
・
慶
難
柳
図
子
葵
炊
御
門
町
角

旧
跡
鱗
華
坪
当
碧
之
旨
弥
離
籍
知
毒
所
被
仰
毒

衡
執
達
如
件

　
永
禄
十
二
年
七
月
九
日

　
　
安
芸
大
膳
三
殿

二
十
五
、
三
淵
藤
英
折
紙
案

　
壬
生
之
内
安
芸
大
膳
亮
分
之
事
、

衡
如
件

　
　
　
正
月
廿
九
羅

　
　
　
　
当
所

　
　
　
　
　
　
百
姓
中

（
諏
訪
晴
畏
）

前
信
濃
守
（
花
押
影
）

（
松
田
秀
雄
）

散
　
　
位
（
花
押
影
）

於
当
知
行
者
、
如
有
来
可
納
所
者
也
、

大
和
守
（
三
淵
）

　
　
藤
英
（
花
押
影
）

二
十
－
六
、
　
一
色
藤
肺
長
戴
傾
状
案

　
　
（
足
利
義
昭
）

　
為
　
上
意
被
仰
付
候
、
木
津
猪
介
分
内
安
芸
大
膳
亮
買
得
分
之
事
、
難
存

　
分
候
、
度
々
蒙
御
事
候
条
、
以
各
別
不
混
自
余
得
心
申
候
、
被
得
其
意
、

　
可
被
仰
伝
候
、
恐
々
謹
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
色
）

　
　
　
五
月
晦
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
長
（
花
押
影
）

　
　
　
（
進
土
美
作
守
力
）

　
　
　
　
進
作

　
　
　
　
　
　
御
返
報
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二
十
七
、
融
尊
・
祐
真
連
署
書
状

　
　
　
　
尚
々
毎
年
御
上
使
被
下
候
者
、
三
貫
文
二
進
納
本
申
候
、
如
此
候

　
　
　
　
間
、
相
盛
候
へ
者
、
如
何
候
条
、
可
被
成
其
意
候
、
三
年
牛
玉
円

　
　
　
　
・
帯
両
年
之
預
候
間
、
後
年
者
御
上
使
迄
可
膚
御
下
候
、

　
就
公
用
之
儀
、
御
上
使
被
差
下
、
殊
嘉
例
之
牛
玉
円
二
貝
回
三
三
二
筋
宛

　
送
給
候
、
懇
相
届
申
候
、
就
其
、
巳
午
未
両
三
年
之
合
米
九
石
進
納
申
候
、

　
此
内
一
石
者
御
上
使
江
進
之
候
、
此
九
石
之
金
二
両
二
分
渡
申
候
、
猶
様

　
躰
御
上
使
可
被
申
入
畦
間
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
（
元
亀
三
年
）

　
　
　
壬
正
n
月
乱
μ
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
酋
町
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
真
（
花
　
　
押
）

　
　
　
　
安
芸
大
膳
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
報

二
十
八
、
祐
真
・
融
尊
連
署
書
状

（
端
轡
）

　
「
元
亀
壬
申
之
分
」

　
　
　
　
追
而
申
候
、
此
方
之
様
躰
、
具
二
御
使
へ
申
含
候
条
、
定
可
被
仰

　　

@　

�
ﾝ
変
豪
農
金
・
ハ
判
を
綾
間
判
が
無
私
篠
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

　
　
　
　
使
へ
も
米
□
斗
密
猟
カ
ニ
て
参
候
、
巳
上
、

　
虫
申
之
御
年
貢
米
、
御
身
使
御
下
向
候
、
則
公
用
調
参
候
、
御
談
使
如
存

　
知
、
当
年
之
儀
者
、
彼
在
駈
籍
外
無
所
務
生
態
、
併
御
懇
二
承
候
之
条
、

　
随
分
馳
走
申
候
、
黄
金
壱
両
弐
朱
之
中
御
使
へ
渡
申
候
、
此
方
二
型
米
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
力
）

石
之
通
二
而
候
、
必
来
春
者
十
月
中
□
可
有
無
藩
候
、
様
子
御
使
へ
申
渡

候
、
井
御
茶
上
申
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
坊

　
　
＋
二
月
＋
五
日
　
　
　
　
　
　
　
祐
真
（
花
　
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
止
血
（
花
　
　
押
）

　
安
芸
大
膳
三
殿

　
　
　
　
　
　
御
返
報

二
十
九
、
前
田
玄
以
折
紙

舞
楽
寺
村
仁
在
之
其
方
買
得
分
壱
石
三
斗
五
升
事
、
如
前
々
所
務
不
可
有

相
違
候
、
恐
々
謹
雷

　
天
正
十
二

　
　
十
一
月
十
臼

　
　
　
安
芸
大
繕
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

民
部
卿
法
印

　
　
玄
以
（
花
　
　
押
）

三
十
、
伝
日
野
富
子
書
状
案

（
端
轡
…
）
（
日
野
由
撮
子
力
）

　
「
大
方
殿
様
御
書
」

　
ゆ
け
の
し
や
う
し
た
ち
の
事
、
申
さ
れ
候
と
こ
ろ
、
り
う
ん
と
お
ほ
し
め

　
し
候
へ
と
も
、
て
ら
り
や
う
の
御
喜
に
て
候
ヘ
ハ
、
き
や
う
ふ
の
せ
う
き

　
し
ん
と
、
思
ひ
候
て
、
さ
し
を
か
れ
候
ハ
・
、
御
う
れ
し
く
お
ぼ
し
め
し

　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
義
政
力
）

　
候
へ
く
候
よ
し
、
御
所
さ
ま
よ
り
お
ほ
せ
い
た
さ
れ
候
、
そ
の
ふ
ん
心
へ

　
ら
れ
候
へ
と
、
上
さ
ま
よ
り
も
申
候
爵
候
、
か
し
く
、
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（
切
封
）

あ
き
の

　
　
き
や
う
ふ
の
せ
う
と
の
へ

三
十
一
、
某
仮
名
消
息
案

　
所
り
や
う
の
あ
ん
と
の
事
、
い
た
さ
れ
候
よ
し
申
さ
れ
候
、
面
々
め
て
た

　
く
存
候
、
こ
の
事
ハ
、
御
所
さ
ま
御
た
ん
し
ゃ
う
の
御
ゆ
わ
み
に
つ
き
、

　
そ
の
ほ
か
た
ひ
く
の
御
さ
ん
所
に
て
の
ち
う
せ
つ
に
よ
り
候
て
、
た
ひ

　
た
る
御
事
に
て
候
へ
く
候
、
い
さ
㌧
か
よ
の
さ
ま
た
け
二
一
ま
し
く
候
、

　
末
代
ま
て
も
知
行
候
て
、
ほ
う
こ
う
を
申
さ
れ
候
へ
と
、
上
さ
ま
よ
り
お

　
ほ
せ
ら
れ
候
、
か
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
回
せ
ん
の
す
け
と
の
へ

三
十
二
、
伊
勢
貞
助
書
状
案

城
州
西
松
崎
之
内
坤
・
下
鴨
北
木
津
入
道
先
祖
買
得
之
田
地
字
松
田
弐
段

　
事
、
為
私
領
之
間
、
依
有
要
用
令
沽
却
之
条
、
御
買
得
之
旨
、
承
候
、
尤

　
珍
重
存
候
、
殊
木
津
威
介
任
令
加
判
沽
券
状
之
旨
、
永
可
有
御
知
行
事
肝

　
要
候
、
猶
三
上
大
蔵
丞
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
十
二
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
助
（
花
押
影
）

安
芸
大
膳
亮
殿

　
　
　
　
　
御
宿
所

三
十
三
、
久
富
長
徳
書
状
案

　
下
桂
御
稲
分
之
儀
、
堅
承
候
之
間
、
相
除
候
、

　
知
行
候
、
為
其
一
筆
申
候
、
恐
々
謹
言

十
月
十
八
日

　
大
膳
三
殿
参

　
　
　
　
　
御
宿
所

後
凌
年
蓬
無
栢
違
可
有
御

　盗
　邑
長芋
徳六
籍

理

三
十
四
、
姓
未
詳
佐
氏
書
状
案

　
就
巷
所
年
貢
之
儀
、
従
大
醸
助
方
被
申
候
趣
、
委
曲
承
候
、
然
者
此
儀
者
、

　
任
御
下
知
旨
、
相
違
有
間
敷
候
、
此
旨
彼
方
江
可
被
仰
届
候
、
尚
巨
細
老
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
能
脱
力
）

　
以
面
可
申
承
候
、
万
取
乱
儀
、
不
＝
一
候
、
か
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
馬

　
　
　
近
新
翻
躯

　
　
　
　
　
　
　
申
給
へ

三
十
五
、
押
小
路
師
村
奉
書

　
下
桂
御
稲
田
年
貢
米
諸
公
事
以
下
等
之
事
、

皆
一
二
仁
如
先
々
無
相
違
可

lel （271）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
密
）

有
御
知
行
候
、
若
万
一
作
人
違
乱
之
妨
在
之
者
、
被
処
罪
科
、
厳
蜜
可
有

其
沙
汰
者
也
、
傍
執
達
如
件

　
　
卯
月
廿
一
日

　
　
　
安
芸
左
京
亮
殿

押
小
路
新
大
外
記

　
　
　
師
村
（
花
　
　
押
）

一二

¥
六
、
膏
田
森
信
洞
成
蟄
轡
状
一

安
芸
左
京
亮
殿
買
得
分
田
中
内
在
之
分
事
、
此
間
難
押
回
之
、
以
別
儀
被

　
申
合
子
細
候
闇
、
知
先
々
彼
方
へ
可
有
納
所
者
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
森
左
京
亮

　
　
　
羅
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
盛
（
花
　
　
押
）

　
　
　
　
当
所
百
姓
中

三
十
七
、
覚
算
書
状

　
如
仰
当
春
之
御
吉
事
、
窺
壷
錐
申
籠
候
、
猶
以
不
可
有
尽
期
候
、
働
虫
年

　
彼
在
所
御
公
用
評
判
、
両
院
ヨ
リ
兎
角
被
申
、
子
今
不
沙
汰
不
及
是
非
候
、

　
鋼
索
者
彼
国
公
私
取
鼠
以
外
候
、
可
期
成
其
御
意
得
候
、
只
今
御
一
札
先

　
以
肝
要
候
、
其
趣
御
使
僧
同
道
申
、
色
々
申
翠
煙
処
、
去
年
之
上
分
上
被

　
幹
候
、
｛
疋
㎞
御
本
静
態
達
陣
間
尊
重
へ
共
、
年
始
之
儀
候
間
四
、
先
M
以
B
生
出
候
、
髪

　
元
地
平
、
具
再
三
山
伏
へ
網
棚
間
、
於
其
方
能
勢
被
示
合
、
重
層
御
状
被

　
遣
候
者
可
然
存
候
、
将
十
二
寄
存
知
油
煙
弐
丁
下
給
候
、
祝
着
之
至
候
、

　
諸
事
重
而
霊
園
承
候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、

　
正
月
廿
一
日

大
膳
亮
入
道
殿

　
　
　
　
　
御
返
報

三
十
八
、
姓
未
詳
立
商
折
紙

　
壬
生
巷
所
田
地
壱
段
小
、
永
代
免
許
申
候
、

　
　
極
月
三
日

　
　
　
　
大
せ
ん
三
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

覚
算
（
花
　
　
押
）

無
相
違
可
有
御
知
行
候
、

　
　
　
立
国
（
花
　
　
押
）

　
以
上
三
十
八
点
の
文
書
の
形
状
そ
の
他
伝
存
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ

て
お
こ
う
。
ま
ず
㈹
は
、
全
文
書
が
や
や
厚
手
の
和
紙
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ

れ
て
い
る
が
、
虫
損
が
激
し
く
、
さ
ら
に
全
体
を
別
の
紙
で
裏
打
ち
さ
れ
て

一
巻
の
巻
子
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
厚
手
紙
の
裏
打
ち
は
か
な
り
早
い

時
期
に
な
さ
れ
た
形
跡
が
あ
り
、
，
虫
損
が
原
本
と
裏
打
ち
紙
を
貫
通
し
て
進

行
し
て
い
る
点
か
ら
も
そ
れ
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
折
紙
は
す
べ
て
半
切
さ

れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
原
本
の
原
状
を
殆
ん
ど
と
ど
め
て
い
な
い
の
は
惜
し

ま
れ
る
。
次
に
⑥
で
あ
る
が
、
奥
書
に
よ
っ
て
文
化
五
年
半
写
本
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
㈲
と
③
が
絹
互
に
全
く
重
複
し
な
い
こ
と
、

お
よ
び
◎
の
う
ち
十
七
～
二
十
号
、
お
よ
び
三
十
一
号
（
本
稿
の
編
年
番
号

に
よ
る
）
文
書
が
、
　
『
群
書
類
従
』
の
「
御
産
所
日
記
」
奥
書
に
引
用
さ
れ
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鑑
鋤
糞
繕
芸
氏
の
所
領
関
係
文
書
の
原
本
と
共
に
伝
来
、
れ
て
い
た
事
毒

　
　
　
　
麺
、
’

織
選
聴
、

寸
’
駄
・
㎡
、
　
　
『

　
儀
欝

　
　
ミ
　
　
　
喬
へ

、
　
　
　
　
　
蓬
　
　
　
　
卜
　
冬

て
い
る
と
い
う
事
実
を
勘
案
す
れ
ば
、
◎
全
体
も
元
来
は
一
巻
（
又
は
二
回
目

の
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
北
小
路
家

の
目
録
に
「
室
町
殿
御
産
所
記
三
巻
、
古
文
書
三
巻
、
北
小
路
相
模
守
」
と

あ
る
こ
と
は
、
右
の
推
定
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
⑥
の

原
本
は
、
文
化
五
年
以
後
、
何
ら
か
の
事
情
で
同
家
か
ら
流
出
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
　
『
群
書
類
従
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
御
産
所
日
記
」
が
、

北
小
路
家
所
蔵
の
原
本
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
か
、
又
は
流
出
後
の
原
本
か

ら
引
か
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
別
の
写
本
か
ら
取
っ
た
か
は
、
今
の
と
こ
ろ

判
定
の
手
が
か
り
に
欠
け
る
が
、
安
芸
家
文
書
の
「
御
産
所
日
記
」
が
、
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
家
本

「
御
産
所
日
記
」
の
史
料
的
価
値
を
問
う
上
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
筆

者
は
、
結
論
か
ら
い
っ
て
、
北
小
路
氏
所
蔵
『
御
産
所
日
記
』
三
巻
は
、
編

纂
時
の
正
本
又
は
そ
れ
に
近
い
良
質
の
写
本
と
考
え
る
。
書
体
も
ま
た
近
世

を
か
な
り
遜
る
古
雅
な
趣
を
残
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

　
次
に
、
個
々
の
文
書
に
つ
い
て
若
干
の
気
付
い
た
点
を
参
考
ま
で
に
述
べ

て
お
き
た
い
。
　
『
雍
州
府
志
』
　
『
歴
世
尚
薬
略
伝
』
そ
の
他
に
よ
れ
ば
、
安

芸
氏
は
も
と
二
条
家
の
諸
大
夫
で
、
足
利
義
詮
夫
人
紀
良
子
が
義
満
を
出
産

す
る
に
さ
い
し
て
、
安
芸
守
定
が
加
療
し
た
功
で
尚
薬
に
挙
げ
ら
れ
、
子
孫

相
承
し
て
将
軍
の
典
医
と
し
て
仕
官
し
た
と
い
う
（
以
上
富
士
川
游
氏
著

『
日
本
医
学
史
』
、
服
部
敏
良
旧
著
『
室
町
猷
吐
時
代
医
学
史
の
研
究
』
）
。
そ

（274） 104



北小路家文書について（今谷）

の
典
拠
は
い
ず
れ
も
近
世
以
降
の
編
纂
物
で
、
儒
愚
性
に
聞
題
の
あ
る
史
料

で
あ
る
が
、
北
小
路
家
文
書
の
三
十
一
号
は
、
右
の
伝
承
を
ほ
ぼ
妥
当
と
す

る
に
足
り
よ
う
。
ま
た
守
定
の
再
呈
家
が
、
足
利
義
教
室
日
野
重
子
の
産
を

治
し
て
作
州
喝
削
荘
を
贈
わ
っ
た
と
す
る
『
皇
国
名
医
伝
』
の
記
事
も
、
史

料
三
十
号
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
問
題
は
、
安
芸
氏
の
所
領
中

に
、
洛
中
の
巷
所
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
巷
所
の
概
念
規
定
に
つ

い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎
氏
と
馬
田
綾
子
氏
の
問
で
論
争
が
展
開
中
で
あ
り
、

そ
の
建
設
的
発
展
と
成
果
を
期
待
し
た
い
が
、
本
文
書
の
二
号
以
下
に
収
め

る
巷
所
の
新
史
料
は
、
虚
器
研
究
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。　

一
一
号
文
書
は
、
左
京
に
於
け
る
巷
所
に
対
し
て
、
小
川
坊
城
家
の
本
所
権

が
発
動
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
馬
田
氏
の
研
究
（
同
茂
「
東
寺
領
巷

所
一
一
荘
園
領
主
に
よ
る
都
市
支
配
の
一
考
察
！
」
臼
本
史
研
究
一
五
九

号
）
に
よ
れ
ば
永
正
末
～
大
永
遠
に
し
か
所
見
の
な
か
っ
た
小
川
家
の
巷
所

支
配
に
関
す
る
明
徴
で
あ
っ
て
、
職
家
の
左
京
支
配
が
文
明
末
年
ま
で
大
幅

に
湖
ら
せ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
同
氏
の
論
点
と
も
微
妙
に
交
錯
し

て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
三
号
は
、
五
条
家
が
年
来
知
行
し
て
き

た
洛
中
巷
所
の
一
部
を
安
芸
大
膳
亮
に
売
却
し
た
こ
と
に
か
か
る
請
文
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
康
暦
の
論
旨
は
五
条
家
に
下
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ

の
適
所
の
買
得
に
伴
い
、
一
・
二
男
の
文
書
も
五
条
家
か
ら
安
芸
家
に
移
転

さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
四
号
は
、
本
所
権
を
も
つ
左
京
職
家
小
河
坊
城

氏
が
、
安
芸
氏
に
対
し
て
買
得
安
堵
、
所
役
免
除
を
保
証
し
た
も
の
で
、
馬

田
氏
の
い
う
職
家
の
叢
論
支
配
を
如
実
に
示
す
文
書
で
あ
る
。
な
お
洞
種
の

文
書
が
、
　
『
本
能
寺
文
書
』
、
『
熊
野
若
王
子
神
社
文
書
』
等
に
収
め
ら
れ
て

い
る
（
馬
田
氏
前
掲
論
文
）
。
六
号
は
そ
れ
を
幕
府
か
ら
買
得
安
堵
し
た
も

の
。
ま
た
五
号
は
別
に
真
徳
庵
な
る
寺
院
か
ら
安
芸
象
が
田
地
一
段
を
購
入

し
た
の
に
対
し
幕
府
が
与
え
た
安
堵
の
奉
書
で
、
当
時
徳
政
令
の
頻
発
（
永

正
八
、
同
十
七
、
大
永
六
年
等
）
に
悩
ま
さ
れ
た
荘
園
領
主
或
い
は
加
地
子

得
分
集
富
者
は
、
争
っ
て
幕
府
に
買
得
安
堵
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
清

貞
春
の
花
押
が
す
え
ら
れ
た
奉
書
は
管
見
の
範
囲
で
は
こ
れ
と
九
条
家
文
書

し
か
判
明
し
て
い
な
い
。

　
七
号
は
「
尉
某
」
が
知
行
せ
る
愛
宕
請
田
中
里
の
田
地
が
安
芸
氏
に
売
却

さ
れ
た
の
に
伴
い
、
本
丁
知
行
者
の
加
茂
飯
綱
が
与
え
た
証
状
で
、
末
尾
に

あ
る
「
井
料
」
の
記
載
が
珍
し
い
。
八
号
は
先
に
五
条
家
よ
り
購
入
の
壬
生

立
所
に
対
す
る
押
妨
人
の
停
止
を
命
じ
た
も
の
。
九
・
十
号
は
継
川
旗
章
の

奉
行
人
茨
木
長
女
（
拙
稿
「
細
川
二
二
好
体
制
研
究
序
説
」
本
誌
五
六
巻
五

号
）
が
、
壬
生
・
大
炊
御
門
の
二
箇
所
を
安
堵
し
た
折
紙
。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
「
免
除
」
あ
る
い
は
「
用
捨
」
の
内
容
で
あ
る
。
晴
元
政
権
は
山
城

に
段
米
を
課
し
た
例
が
あ
り
、
こ
れ
も
そ
の
守
護
役
系
統
の
課
役
と
も
理
解

で
き
ょ
う
が
、
　
「
無
相
違
可
有
御
知
行
レ
や
「
不
可
有
相
違
」
の
語
句
か
ら
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考
え
て
、
筆
者
は
単
な
る
臨
時
課
役
で
は
な
く
、
閥
所
↓
料
所
設
定
と
い
う

厳
し
い
処
分
を
免
除
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
反
晴
元

党
の
激
し
い
軍
事
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
二
元
政
権
は
、
不
断
の
軍
費
調

達
の
た
め
大
規
模
な
所
領
没
収
措
置
を
取
っ
て
お
ザ
、
か
の
東
寺
領
上
久
世

庄
も
一
時
細
川
氏
に
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
前
掲
拙
稿
）
。

　
十
一
号
の
茨
木
長
綱
は
、
　
『
妙
顕
寺
文
書
』
二
、
卯
月
廿
四
日
付
長
島
露

状
に
「
以
筋
目
色
々
伊
賀
守
硯
分
免
除
之
折
需
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら

く
長
隆
の
一
族
で
又
代
官
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
人
物
。
安
芸
家
か
ら
出

さ
れ
て
い
た
巷
所
で
あ
る
と
の
主
張
を
承
認
し
た
も
の
で
、
巷
所
で
あ
る
こ

と
の
由
緒
が
何
ら
か
の
意
味
で
免
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

よ
う
。
次
の
十
二
、
号
と
、
十
六
、
二
十
二
、
二
十
七
、
二
十
八
、
三
十
七
の

各
号
は
、
安
芸
家
が
知
行
し
て
い
た
荘
園
の
現
地
代
官
の
文
書
と
考
え
ら
れ

る
。
「
在
所
錯
乱
」
「
逃
亡
」
「
上
使
」
等
の
記
載
か
ら
見
て
京
都
よ
り
か
な

り
遠
隔
地
の
荘
園
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
或
い
は
三
十
号
に
出
る
美
作

弓
削
庄
に
関
す
る
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
納
所
等
之
事
も
在
所
次
第
」

と
現
地
代
官
が
泣
き
つ
く
程
、
戦
乱
に
よ
っ
て
年
貢
の
維
持
は
困
難
で
あ
る

が
、
応
仁
の
乱
後
八
十
年
を
経
て
な
お
、
安
芸
氏
の
如
き
下
級
公
家
が
、
遠

隔
地
の
荘
園
を
曲
り
な
り
に
も
知
行
し
て
い
る
こ
と
の
慧
味
は
大
き
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
連
文
書
で
注
意
を
引
く
の
は
現
地
と
の
連
絡
役

皿
使
僧
で
、
十
二
号
で
は
愛
宕
十
穀
法
印
と
い
う
勧
進
聖
、
三
十
七
号
で
は

由
伏
が
使
者
を
つ
と
め
て
お
り
、
魅
惑
手
段
の
不
備
な
戦
圏
期
に
彼
等
の
果

し
た
役
割
の
「
端
が
伺
が
わ
れ
て
興
味
深
い
。

　
十
三
～
十
五
号
は
山
巡
桂
・
革
嶋
・
舞
楽
寺
の
買
得
田
地
を
幕
府
が
安
堵

し
た
も
の
で
、
こ
の
直
後
に
施
行
さ
れ
た
幕
府
の
徳
政
令
と
の
関
連
で
、
こ

の
安
堵
が
大
き
い
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
講
者
の
松
田
頼
恵
は
、

『
嘉
事
記
録
』
（
続
史
料
大
成
）
所
収
の
幕
府
右
筆
方
意
見
状
に
名
が
み
え
て

い
る
が
、
本
文
書
に
よ
っ
て
従
来
別
人
と
み
ら
れ
て
い
た
松
田
藤
頼
（
角
川

書
店
刊
『
日
本
史
辞
典
』
付
録
「
室
町
幕
府
諸
職
表
」
参
君
）
と
花
押
が
全

く
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
頼
恵
と
藤
頼
は
同
一
人
物
と
判
明
し
た
。
蓋

し
頼
恵
は
、
天
文
十
五
年
に
足
利
義
藤
（
の
ち
義
輝
）
将
軍
就
任
に
伴
っ
て

そ
の
偏
誰
を
受
け
て
藤
頼
と
改
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
十
七
号
は
、
万

民
元
党
の
號
将
細
川
国
慶
（
細
川
琉
綱
の
養
子
の
弟
）
の
安
堵
状
で
あ
る
。

国
慶
の
敗
死
は
天
文
十
六
年
十
月
六
日
で
あ
る
（
『
東
寺
過
玄
帳
』
ほ
か
）
か

ら
本
文
書
の
下
限
は
天
文
十
五
年
に
お
さ
え
ら
れ
る
。
反
響
野
党
の
動
き
が

活
発
化
し
、
国
慶
が
丹
波
よ
り
入
京
し
た
の
は
天
文
十
五
年
九
月
昔
激
闘
で

（『

纉
ﾞ
良
豊
漁
記
』
）
、
恐
ら
く
十
七
号
の
年
占
は
天
文
十
五
年
と
推
定
し
て

大
過
あ
る
ま
い
。

　
十
八
、
二
十
両
号
は
一
連
の
文
書
で
、
後
払
は
前
者
の
添
状
で
あ
る
。
両

者
の
官
途
名
お
よ
び
京
都
に
於
る
政
治
的
地
位
か
ら
考
え
て
天
文
二
十
三
年

～
永
禄
二
年
の
間
と
推
定
さ
れ
る
（
拙
稿
「
室
町
幕
府
最
二
期
の
京
都
支
配
」
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本
誌
五
八
巻
三
号
）
。
十
九
号
は
三
人
衆
の
筆
頭
三
好
長
逸
の
折
紙
で
、
年

季
は
永
禄
八
～
同
十
一
年
と
推
定
さ
れ
る
が
、
花
押
の
形
状
か
ら
下
限
は
さ

ら
に
狭
め
ら
れ
、
永
禄
十
年
を
下
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
（
同

右
拙
稿
）
。
二
十
一
号
は
『
門
鑑
』
に
「
古
文
書
載
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て

い
る
。
恐
ら
く
『
群
書
類
従
島
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
（
同
母
拙
稿
）
。

　
二
十
三
号
は
安
芸
家
の
本
業
に
関
す
る
幕
府
文
書
で
あ
る
。
　
〃
産
前
産
後

薬
”
は
『
雍
州
府
志
』
に
安
芸
家
伝
来
の
秘
薬
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
み

で
、
従
来
そ
の
存
在
さ
え
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
安
芸
家
が

「
先
祖
置
文
」
に
よ
っ
て
子
孫
一
人
に
限
り
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白

に
な
っ
た
訳
で
、
わ
が
国
産
科
史
上
重
要
な
史
料
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
専
売
権
を
、
織
田
政
権
で
は
な
く
足
利
義
昭
か
ら
保
証
さ
れ

て
い
る
華
実
は
改
め
て
注
目
に
値
す
る
。
な
お
奉
老
の
一
人
摂
津
晴
門
は
、

纂
府
歴
代
に
於
て
神
号
方
頭
人
や
地
方
頭
人
、
即
位
奉
行
・
官
途
奉
行
等
の

重
職
に
あ
た
る
家
柄
評
定
衆
の
摂
津
家
（
小
林
保
夫
氏
「
地
方
頭
人
考
」
本

誌
五
八
巻
五
号
）
の
当
主
で
あ
っ
て
、
奉
行
人
で
は
な
い
。
専
門
は
永
禄
五

年
九
月
、
伊
勢
貞
孝
の
叛
乱
に
よ
っ
て
伊
勢
氏
が
断
絶
し
た
さ
い
政
所
執
事

の
職
を
代
行
し
（
前
掲
拙
稿
「
室
町
幕
府
最
宋
期
の
京
都
支
配
」
）
、
い
わ
ゆ

る
頭
人
加
判
を
以
て
重
要
事
項
の
奉
者
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
、
二
十
三
号

の
内
容
は
本
来
政
所
執
事
の
専
権
事
項
に
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
十
四
号
は
織
田
信
長
の
上
洛
以
後
、
安
芸
氏
が
従
来
の
知
行
地
を
改
め

て
足
利
義
昭
か
ら
安
堵
さ
れ
た
も
の
。
二
十
五
、
二
十
六
号
は
、
足
利
義
昭

の
近
習
三
淵
藤
英
・
一
色
藤
長
の
折
紙
で
、
両
者
が
京
都
近
郊
で
か
か
る
安

堵
状
を
出
す
の
は
信
長
入
京
以
降
、
天
正
元
年
以
前
と
推
定
さ
れ
る
（
奥
野

高
広
氏
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
上
）
。
な
お
二
十
六
号
の
宛
先
進
作
は

進
士
美
作
守
の
略
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
名
を
案
ず
る
に
、
『
永
禄
六
年
諸
役

人
付
論
（
群
書
類
従
武
家
部
）
に
見
え
る
進
士
美
作
守
晴
舎
は
永
禄
八
年
五

月
戦
死
し
て
い
る
（
『
言
継
論
戦
』
同
月
十
九
日
条
）
か
ら
こ
れ
に
充
て
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
遺
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
万
が
一
晴
舎
の

こ
と
と
す
れ
ば
、
逆
に
年
季
は
永
禄
七
年
以
前
、
上
意
は
足
利
義
輝
と
い
う

こ
と
に
落
着
く
が
、
な
お
後
考
に
侯
ち
た
い
。
二
十
九
号
に
よ
っ
て
、
安
芸

氏
の
所
領
の
一
部
は
豊
臣
政
権
下
で
も
安
堵
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

近
世
の
文
書
が
不
明
な
の
で
、
そ
れ
以
降
の
変
遷
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か

に
し
得
な
い
。
た
だ
『
皇
国
名
医
伝
』
そ
の
他
に
よ
れ
ば
安
芸
貞
俊
は
秀
吉

に
仕
え
、
そ
の
一
族
安
芸
道
中
も
曲
直
瀬
道
三
に
学
ん
で
の
ち
承
応
中
に
江

芦
幕
府
に
仕
官
し
た
と
あ
り
、
典
医
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
も
の
の
如
く
で

あ
る
。

　
終
り
に
当
り
、
紹
介
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
北
小
路
博
央
氏
、
守
屋
正
氏
、

林
屋
辰
三
郎
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
鯵
員
　
京
都
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